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第 1回鹿島の森伝説
越前・加賀県境綱引き（10月 18日）

　「越前・加賀県境の館」（吉崎町）であわら市と

県境をかけて 3本勝負の綱引きで見事 2本を先取

し、勝利を収めました。県境を拡げるとともに住民

同士の交流が深まり、賑わいました。







7つのリーディング・プランを紹介します。
　スピード感を持って政策を実行し、PDCAによる推進とともに、３年後の中間見直しや経済環境の
変化等に適宜対応し、『２つの最重点施策』と『５つの重点施策』からなる７つのリーディング・プラ
ンを集中的に取り組み、産学官金による連携・協働を行い、スマートウェルネスKAGAの実現を推進
します。

最重点

◆ロボット研究の推進　　
　　市内ものづくり産業の強みを活かして、ロボット研究を推進するとともに、長
　期的なロボット産業人材の育成に向けて「ロボレーブ国際大会」の開催や子供た
　ちのロボットなどの科学技術教育を推進します。
　 (1) ロボット研究開発事業
　 (2) ロボット産業人材育成事業

◆「健康・医療・福祉・介護分野」の産業群の創造・戦略的企業誘致
　  少子高齢化・人口減少社会を見据え、健康・医療・福祉・介護分野での新産業の

創造を目指し戦略的な企業誘致を進めます。

  

◆農林水産業の６次産業化の推進
    豊かな農林水産資源を利用し、新たな加工品の開発や２次産業、３次産業の連

携を促進し、農林水産業の高付加価値化を図ります。

◆温泉・農林水産資源・伝統工芸技術の活用・開発
    温泉資源や伝統的工芸品を活用して、新たな名物・特産品やサービスを開発し

ます。

◆坂網鴨など食のブランド化の推進
　　加賀の食文化を体現する料理・メニューを創出し、 
　食のブランド化を推進します。

◆企業集積ゾーンの候補地選定
　   事業所適地の選定を行い、産業インフラの整備を促進します。

▲加賀ロボット研究会

▲ロボレーブ加賀大会（H26年）

◆若者・女性などの人材育成と学修環境の充実
　 長期的な少子高齢化を見据えて、若者の流出を抑制し流入を図るため、魅力的な学修環境を提供します。

また、若者・女性の地元就業や再就職の促進および職場定着の促進、職業能力の向上・キャリアアップ
を図ります。

　　

▲かぼちゃ焼酎　 ▲棒茶サイダー

▲山代温泉古総湯

▲加賀カニごはん

▲坂網鴨

重  点
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加賀市産業振興行動計画
 3本の柱の戦略を核に
 2つの最重点施策と
 5つの重点施策を
 リーディング・プラン
 として推進し
 ていきます

１．企業の革新・強化
　(1) 民間金融機関と連携した訪問相談と民間人材の活用
　(2) 創業支援の拡充
　(3) ものづくり企業の広域交流の促進
　(4) 企業への情報提供サービスの確立
　(5) 店舗立地の支援による商業集積の促進
２．人材の育成・活用・確保
　(1) 若者・女性などの人材育成と学修環境の充実・・   【重点】
　(2) 伝統産業の担い手育成
３．技術開発の強化
　(1) ロボット研究の推進 ・ ・・・・・・・・・・・・  【最重点】
　(2) 新製品の開発強化
　(3) 大学との連携による技術開発の推進

スマートウェルネスKAGAを目指します
　本市の未来都市像として、魅力ある企業が集積し人々がいきいきとするまち「スマートウェルネス
ＫＡＧＡ」を目指す加賀市産業振興行動計画（平成 27～ 33年）を 10月に策定しました。
　本計画は、民間の力を引き出し、市民の総力を結集し、新たなチャレンジを行うことにより、地域
資源を活かし、健康・医療・福祉・介護分野での新たな産業群の創造や関連する成長産業であるロボッ
ト研究の推進などを重点的に行い、魅力ある企業や地域の創造を図っていきます。

１．農林水産業の付加価値向上 
　(1) 農林水産業の６次産業化の推進 ・  ・・・ ・・・・・【重点】
２．地域資源の戦略的活用
　(1) 温泉・農林水産資源・伝統工芸技術の活用・開発   【重点】
　(2) 坂網鴨など食のブランド化の推進 ・ ・・ ・ ・・・・  【重点】
３．ブランド戦略の強化
　(1) 顕彰・表彰制度の創設
　(2) ものづくり産業のブランド化の推進
　(3) 伝統産業のブランド化の推進

 

１．新たな産業群の創造・戦略的企業誘致
　< 重点分野 >　　
　  (1) 健康・医療・福祉・介護分野・ ・・・・・ ・ ・・・【最重点】  
       （医療・介護ロボット関連、超高級高齢者施設関連）
　  (2) 成長産業分野
　    （環境・エネルギー関連、航空・宇宙関連、自動車関連）
  　(3) 統合型リゾート分野
　< 誘致活動 >
　  (4) 企業誘致業務に精通した人材の活用　　
　< インフラ >
　  (5) 企業集積ゾーンの候補地選定 ・・・・・・ 【重点】

Ⅰ 地場産業の強靭化
  ～地場産業の基盤強化～

Ⅱ 地域資源の活用
  ～メイドイン加賀の展開～

Ⅲ 新産業の創出
   ～新たな産業を創造～

問 商工振興課
　☎ 72-7940

３
本
の
柱
（
戦
略
）
と
主
な
施
策

加
賀
市
産
業
振
興
行
動
計
画
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平
成
26
年
度
に
加
賀
市
水
道
事
業
の
現

状
分
析
と
将
来
予
測
、
今
後
の
指
針
を
記

し
た
加
賀
市
水
道
事
業
ビ
ジ
ョ
ン
を
策
定

し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
今
回
は
収
益
的
収

支
の
現
状
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
右
図
は
、
水
道
が
届
く
ま
で
の
イ
メ
ー

ジ
で
す
。
九
谷
ダ
ム
の
水
を
山
中
浄
水
場

で
き
れ
い
に
し
、
県
水
を
加
え
て
、
市
内

全
域
の
水
道
管
を
通
り
、
皆
さ
ん
の
ご
家

庭
に
届
け
て
い
ま
す
。
現
在
は
九
谷
ダ
ム

か
ら
の
水
は
６
割
、
手
取
川
ダ
ム
か
ら
の

水
は
４
割
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の

水
道
に
か
か
る
費
用
の
割
合
は
下
図
の
と

お
り
で
す
。

　

人
口
減
少
と
節
水
型
機
器
の
普
及
、
エ

コ
意
識
の
高
ま
り
な
ど
に
よ
り
、
年
々
、

水
道
料
金
収
入
が
落
ち
込
ん
で
い
ま
す
。

今
後
も
更
に
落
ち
込
む
こ
と
が
予
想
さ
れ

ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
費
用
の
削
減

に
努
め
て
き
ま
し
た
。
今
後
も
、
費
用
の

削
減
を
進
め
る
と
と
も
に
、
収
入
を
増
や

す
方
法
を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

　
加
賀
市
の
水
道
の
現
状
や
将
来
予
測
な

ど
の
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
「
加

賀
市
水
道
事
業
ビ
ジ
ョ
ン
」
に
て
解
説
し

て
い
ま
す
。

問
経
営
企
画
課　

☎
７
２
︲
７
９
５
３

平成 26年度決算書より

受水費　25.0％
加賀市で水が足りない分を
石川県から購入

水道水をつくる費用　7.0％
浄水場の運営費、薬品費など

水道管のメンテナンス費用　8.9％
漏水・赤水の対応、管の修繕費など

料金に関する費用
6.9％

減価償却費　39.7％

借入金の利息　11.2％
その他費用　1.3％

　　費　用
　
24億 8,700万円

　　収　入
　
24億 4,700万円

料金収入　89.1％

その他収入　10.9％
水道の加入金、
国からの補助金など

加
賀
市
水
道
事
業
の
現
状

手取川ダム

鶴来浄水場

九谷ダム

山中浄水場

各事業所 各家庭

▼ ▼

▼
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水
道
事
業
は
公
営
企
業
な
の
で
、
こ

れ
ら
の
費
用
は
料
金
収
入
で
ま
か
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
水
道
事
業
は
収
入

の
ほ
と
ん
ど
が
水
道
料
金
と
な
っ
て
い
ま

す
。
平
成
26
年
度
は
、
収
益
的
支
出
が

２
４
億
８
、７
０
０
万
円
、
収
益
的
収
入

が
２
４
億
４
、７
０
０
万
円
で
、
赤
字
と
な

り
ま
し
た
。
赤
字
が
続
く
と
水
道
事
業
の

運
営
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

〈平成17年度以降の料金収入と水量の推移〉



住民基本台帳カードと
電子証明書の交付が終了します。

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
と

電
子
証
明
書
の
交
付
終
了
に
つ
い
て

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
が
始
ま
る
こ
と
に
よ

り
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
と
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド
に
搭
載
さ
れ
て
い
る
電
子
証
明
書

は
交
付
終
了
と
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
す
で
に
お
持
ち
に
な
っ
て
い
る

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
や
電
子
証
明
書
は
、

有
効
期
限
ま
で
利
用
で
き
ま
す
。

※
電
子
証
明
書
と
は
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
に
搭
載
さ
れ
た
電
子
デ
ー
タ
の
こ
と

で
、
確
定
申
告
な
ど
の
行
政
手
続
き
を
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
行
う
際
に
必
要

と
な
る
証
明
書
の
こ
と
で
す
。

電
子
証
明
書
で

確
定
申
告
を
す
る
人
へ

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
関
す
る
こ
と

　

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
（
全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）　

　

☎
０
５
７
０
‐
２
０
‐
０
１
７
８

　

平
日　
　
　
　

９
時
30
分
〜
22
時

　

土
・
日
・
祝
日
９
時
30
分
〜
17
時
30
分

　
（
年
末
年
始
を
除
く
）

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
・
住
民
基
本
台
帳

　

カ
ー
ド
・
電
子
証
明
書
に
関
す
る
こ
と

　

窓
口
課　

☎
７
２
‐
７
８
８
１

通知カードは
お手元に届いて
いますか ?

問
い
合
わ
せ
先

◀マイナンバー
　キャラクター
　マイナちゃん

平
成
28
年
1
月
か
ら
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
の

交
付
に
加
え
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
搭
載
で

き
る
電
子
証
明
書
の
交
付
も
始
ま
り
ま
す
。

◆
す
で
に
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
お
持
ち

の
人
は
、
カ
ー
ド
に
搭
載
さ
れ
た
電
子
証

明
書
を
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
搭
載
し
な
お

す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

◆
個
人
番
号
カ
ー
ド
は
国
で
作
成
す
る
た

め
、
電
子
証
明
書
が
搭
載
さ
れ
た
個
人
番

号
カ
ー
ド
を
交
付
す
る
ま
で
に
は
日
数
を

要
し
ま
す
。

◆
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
確
定
申
告
を
考
え

て
い
る
人
で
、
お
持
ち
の
電
子
証
明
書
を

利
用
さ
れ
る
場
合
は
、
有
効
期
限
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

◆
現
在
お
持
ち
の
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
に

搭
載
さ
れ
て
い
る
電
子
証
明
書
の
有
効
期

限
が
分
か
ら
な
い
場
合
は
、
本
庁
窓
口
課

に
本
人
確
認
書
類
を
持
参
し
、
お
尋
ね
く

だ
さ
い
。

マイナンバー
広報Ｎｏ．４

臨時窓口を開設します
通知カード・個人番号カードに係る臨時窓口を開設します。
と　き：12月 5日㈯、6日㈰　9時～ 17時
ところ：加賀市役所１階　窓口課　※庁舎西側玄関をご利用ください。
取扱業務：返戻された通知カードの受け取り、個人番号カードの申請
★ 上記の申請には本人確認書類、印鑑等が必要です。
★ 詳しくは本庁窓口課にお問い合わせください。

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
お
よ
び
電
子
証
明
書

の
交
付
終
了
日
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◇
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
◇

　
12
月
28
日
㈪
17
時
ま
で

◇
電
子
証
明
書
◇

　
12
月
22
日
㈫
17
時
ま
で

※
い
ず
れ
の
場
合
も
申
請
で
き
る
日
で
は
な

く
、
本
庁
窓
口
課
で
の
交
付
が
終
了
す
る

日
で
す
。

※
手
続
き
不
備
の
場
合
は
交
付
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
お
早
め
に
本
庁
窓
口
課
へ
お
越
し

く
だ
さ
い
。

有効期限 交付時期 手数料

住民基本台帳カード 最長 10年 平成 27年 12月 28日㈪
17時で終了 500円

住 民 基 本 台 帳 カ ー ド に
搭 載 す る 電 子 証 明 書 最長 3年 平成 27年 12月 22日㈫

17時で終了 500円

個人番号カード 最長 10回目の誕生日まで 平成 28年 1月から開始 初回無料
( 再発行：800円 )

個 人 番 号 カ ー ド に
搭 載 す る 電 子 証 明 書 最長 5回目の誕生日まで 平成 28年 1月から開始 初回無料

( 再発行：200円 )
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